

神奈川県障害者権利擁護センター「障害者虐待防止・権利擁護研修支援事業」実施要領

１　目的
神奈川県障害者権利擁護センター（以下、「県権利擁護センター」という。）は、障害者虐待防止や権利擁護の推進に向けて、神奈川県内で活動する障害者福祉に関わる法人・団体（以下「団体等」という。）が企画・実施する障害者虐待防止に関する研修事業に対し、開催に係る経費を支援する。

２　対象となる研修
　　対象となる研修は、団体等が自ら主催し、次の要件をすべて満たすものとする。
　(1) 障害者虐待の防止、権利擁護の推進にむけた普及啓発を目的として行うもの
　(2) 団体等の職員をはじめ、地域住民や地域内の複数の関係機関や団体等に参加を呼びかけるもの
(3) 神奈川県障害者虐待防止･権利擁護研修修了者が企画・運営・講師等のいずれかで関係するもの
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３　対象となる経費
　　県権利擁護センターが交付する支援金の対象経費は次のとおりとする。
　(1) 講師謝金、会場使用料等（支援金の上限額は1回の研修につき、18,000円。）
・注１：人件費及び設備備品・機器購入経費、食糧費、交通費は対象外。
　　・注２：主催する団体等に属する職員が講師をした場合の講師謝金は対象外。
　　・注３：団体等が管理する施設の会場使用料は対象外。

４　選定基準等
　県権利擁護センターは、団体等からの申し込み後１０日程度で支給対象の適否を決定するが、その際の選定基準は次のとおりとする。　
ア　事業実施内容が、本支援事業の目的に照らして適当であると認められるもの。
　　イ　申請多数の場合は、当該事業の計画の実効性、他の財源確保の状況などを総合的に勘案する。

５　支援金交付の手続き
(1) 申請書・事業計画書の提出
団体等は、「申請書（事業計画書）」（様式１）により県権利擁護センターに申し込む。
(2) 交付決定
県権利擁護センターは、「申請書（事業計画書）」の内容が適当と認められるときは、当該団体等（以下「決定団体」という。）に対し、支援金交付決定通知書（様式２）により通知する。
(3) 事業報告
決定団体は、当該事業の終了後１カ月以内に、「事業報告（精算書）」（様式３）により県権利擁護センターに報告する。
(4) 支援金の交付
県権利擁護センターは、決定団体から「事業報告（精算書）」（様式３）による報告を受けた際には、その内容が適当と認められる場合には速やかに支援金を交付する。

６　その他
　　その他、事業実施にあたって必要な事項は、県権利擁護センターと決定団体との協議による。

附　則
　この要領は平成２５年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式１）


神奈川県障害者権利擁護センター「障害者虐待防止・権利擁護研修支援事業」

申請書（事業計画書）

平成　　　年　　　月　　　日　　

神奈川県障害者権利擁護センター
センター長　　鈴　木　治　郎　　様

　　　　　　　　　　　　機関・団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　住　所　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　次のとおり実施する研修事業について、「障害者虐待防止・権利擁護研修支援事業」による支援を申請します。
	研修会名称
	

	実施日程
	平成　　年　　月　　日（　　）　・　　○：○～○：○

	会場及び定員
	（定員　　　　名）

	受講対象者
	①　　　　　　　　　　　　　　②

	申　請　額
	　合計　　　　　　　　　　　　　　　　円

	使途内訳
	(項目)
	円

	
	(項目)
	円

	
	(項目)
	円

	
	(項目)
	円

	連絡先等
※本研修に関係する県研修修了者名は必ず記載する。

	住　　所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　FAX番号　　　　　　　　　　　 　
メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
県研修修了者氏名　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　コース修了　　　　　　　　　　　


※研修会の周知チラシ等を作成している場合は、添付してください。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式２）


神奈川県障害者権利擁護センター「障害者虐待防止・権利擁護研修支援事業」

支援金交付決定通知書

平成　　　年　　　月　　　日　　

機関・団体名　　　　　　　　　　　　　
代表者職・氏名　　　　　　　　　　　様



神奈川県障害者権利擁護センター
センター長　　鈴　木　治　郎　　　

　
平成　年　月　日付で申請がありました次の研修事業について、支援金の交付を決定いたしました。
なお、事業実施にあたっては、次の留意事項を遵守してください。

	研修会名称
	

	支援金交付額
	円




<事業実施に際しての留意事項>
１　本事業終了後、1か月以内に「事業報告・精算書」（様式３）に実績を記入のうえ提出してください。提出の後に、支援金の交付をします。
２　本事業の事業計画内容を変更する場合は、事前に県障害者権利擁護センターにご相談ください。
３　本事業の申請書類及び実施に関わる文書等は、研修終了後５年間保存が必要になります。
４　その他、本事業実施に際して協議を要する事項等については、県障害者権利擁護センターにご相談ください。




事務担当　神奈川県障害者権利擁護センター　
         事務局長　菊地原
電話:046-265-0604　Fax:046-265-0664


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式３）


神奈川県障害者権利擁護センター「障害者虐待防止・権利擁護研修支援事業」

事業報告（精算書）

平成　　　年　　　月　　　日　　

神奈川県障害者権利擁護センター
センター長　　鈴　木　治　郎　　様

　　　　　　　　　　　　機関・団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　住所　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

次により事業を実施しましたので報告します。
	研修会名称
	

	実施日程
	平成　　年　　月　　日（　　）　・　　○：○～○：○

	会場及び参加者数
	（参加者　　　　名）

	受講対象者
	①　　　　　　　　　　　　　　②

	申　請　額
	　合計　　　　　　　　　　　　　　　　円

	使途内訳
	(項目)
	円

	
	(項目)
	円

	
	(項目)
	円

	
	(項目)
	円

	連絡先等
	住　　所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　FAX番号　　　　　　　　　　　 　
メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
県研修修了者氏名　　　　　　　　　　　　　　年度　　　　コース修了　　　　　　　　　　　


※研修会当日資料等を添付してください。

	支援金振込先口座
	　　　　　　　　　銀行/信用金庫　　　　　　　　　　　　　　　支店
　口座種類（　普通・　当座　）　口座番号　　　　　　　　　　　　　
　口座名義（フリガナ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



